
                                                         令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ 日 

                                                         国 土 交 通 省 

不 動 産 ・ 建 設 経 済 局 建 設 業 課 

                                                        

 

建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令案 

（令和２年 10 月１日施行）に関する意見募集の結果について 

 

 

 国土交通省では、令和２年５月 13 日から令和２年６月 12 日まで、建設業法施行規則及

び施工技術検定規則の一部を改正する省令案に関する意見の募集を行いましたところ、計

45 件の御意見をいただきました。寄せられたご意見の概要及びそれに対する考え方を以下

のとおりとりまとめましたので、公表いたします。 

 今後とも国土交通行政の推進に御協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

主なご意見及び国土交通省の考え方 

 

主なご意見（概要） 国土交通省の考え方 

 

○ 経営業務の管理責任者の改正において、不明

瞭かつ不明確な文言がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 各用語については、許可事務ガイドラインに

おいて、以下の通り明確化を行っております。 

 「常勤役員等」とは、法人である場合におい

てはその役員のうち常勤であるもの、個人で

ある場合にはその者又はその支配人をいい、 

 「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、

執行役又はこれらに準ずる者をいう。 

 「業務を執行する社員」とは、持分会社の業

務を執行する社員をいい、 

 「取締役」とは、株式会社の取締役をいい、 

 「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執

行役をいう。 

 また、「これらに準ずる者」とは、法人格の

ある各種組合等の理事等をいい、執行役員、

監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原

則として含まないが、業務を執行する社員、

取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建

設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決

議を経て取締役会又は代表取締役から具体

的な権限委譲を受けた執行役員等について

は、含まれるものとする。 

 「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施

工するにあたって必要な資金の調達や施工

中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支

払いなどに関する業務経験（役員としての経

験を含む。以下同じ。）をいう。 

 「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現

場における勤怠の管理や社会保険関係の手

続きに関する業務経験をいう。 

 「業務運営の経験」とは、会社の経営方針や

運営方針の策定、実施に関する業務経験をい

う。これらの経験は、申請を行っている建設

業者又は建設業を営む者における経験に限

られる。 

 「直接に補佐する」とは、組織体系上及び実

態上常勤役員等との間に他の者を介在させ



 

 

 

○ 改正法で「経営業務の管理責任者」という文

言・概念は消除されたと理解しておりますが、

（a1）、(a2）、（a3）にはその文言が出てきてい

ますので、この文言以外の文言にすべきと考

えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ９．「（１）※」に記載の「使用人の証明書」 

経営業務の管理体制要件の確認資料として例

示いただいた当該文言は、社内文書（辞令等）

を指しますか、それとも新たな様式を想定し

ているのでしょうか。 

 

 

 

○ 適切な社会保険に加入していることが要件と

なるようですが、その確認資料として「届出の

内容を記載した書面や届出を行ったことを示

す書類」を求めています。今までは健康保険、

厚生年金、雇用保険について領収証書等で納

付まで確認されていましたが、今後届出がさ

れていることがわかる資料で足りるという理

解で良いでしょうか。 

 

 

 

 

 

○ ８．「（１）②」に記載の「届出を行った」 

社会保険関係の変更があった場合、この経営

ることなく、当該常勤役員等から直接指揮命

令を受け業務を常勤で行うことをいう。 

 

○ 「経営業務の管理責任者」という概念は削除

されておりません。従前は、建設業法（昭和 24

年法律第 100 号。以下「法」という。）第７条

第１号において、経営業務の管理責任者とし

ての経験を許可要件のうちに掲げていました

が、建設業法及び公共工事の入札及び契約の

適正化の促進に関する法律の一部を改正する

法律（令和元年法律第 30号。以下「改正法」

という。）の施行に伴い、建設業法施行規則（昭

和 24 年建設省令第 14 号。以下「規則」とい

う。）において、経営業務の管理責任者として

の経験又は経営業務の管理責任者に準ずる地

位での経験を許可要件のうちに定めることと

したところです。 

 

○ 適正な経営能力を有するものとして規則で定

める基準を満たしていることを示す書類のう

ち、使用人の証明書としては、常勤役員等（経

営業務の管理責任者等）証明書（様式第７号）

又は常勤役員等及び当該常勤役員を直接に補

佐する者の証明書（様式第７号の２）を提出し

ていただくことになります。 

 

○ 健康保険等の加入状況（様式第７号の３）の提

出とともに、届書を提出したことを証する書

面として、「健康保険」及び「厚生年金保険」

については、申請時の直前の健康保険及び厚

生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書

又は納入証明書」の写し若しくはこれらに準

ずる資料、「雇用保険」の加入状況の確認につ

いては、申請時の直前の「労働保険概算・確定

保険料申告書」の控え及びこれにより申告し

た保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し

若しくはこれらに準ずる資料を提出いただく

必要があります（規則第３条第１項第２号）。 

 

○ 社会保険の加入状況に変更が生じたときは、

２週間（当該変更が従業員数のみである場合



業務の管理体制に関する届出期限は、変更が

あった日から、従来の経営業務管理責任者変

更と同じく１４日以内となるのでしょうか。

実務上、社会保険の手続きは、１４日で完了す

ることが難しく、法定期限を遵守できない事

例が多発することが推測されます。 

 

 

○ 現在「適切な社会保険に加入して」おらず有効

な許可を有している建設業者は、令和２年 10

月１日以降に当該社会保険の適用事業所又は

適用事業であることの届出を法定の期間内に

できない場合は、法第 29条１項１号の規定に

より許可は取消されるという理解でよろしい

でしょうか？ 

 

○ 「関係者の連名で申請書を提出する」とは、譲

渡会社及び譲受会社の代表者両名が「関係者」

でありその者らの記名押印による一の申請書

の提出という理解でよろしいでしょうか？ 

 

 

 

 

○ 法第17条の２第１項で新設される許可の譲渡

について伺います。個人からの法人成りの場

合には、現行制度上は許可の引き継ぎができ

ませんが、譲渡の制度を利用すれば、個人事業

主Ａ（経管・専技ともにＡ）から、Ａが代表取

締役を務める新設法人（経管・専技ともにＡを

予定）に許可を承継できるという認識でよい

でしょうか。（許可要件については問題ないも

のとします。）本件については、そもそも個人

という人格から法人という人格への許可の承

継が認められるかという問題と、Ａが法人成

りをした時点で個人事業での経管・専技の常

勤性に疑義が生じてしまうのではないかとい

う懸念とが考えられます。お考えをお聞かせ

ください。 

 

○ （１）の①についてはぼんやりとした内容に

においては、毎事業年度経過後４ヶ月）以内

に、健康保険等の加入状況（様式第７号の３）

による変更後の内容を記載した書面に、当該

変更の内容を証する書類（当該変更が従業員

数のみである場合には不要）を添えて、許可行

政庁に提出する必要があります（規則第７条

の２第３項）。 

 

○ 令和２年 10 月１日時点で、現に建設業の許可

を受けている場合は、次回の更新の際までは、

従前の許可が有効です。改正法附則第２条第

２項に経過措置を設けてありますので、ご確

認ください。 

 

 

 

○ 譲渡及び譲受け認可申請書（様式第 22 号の

５）、合併認可申請書（様式第 22 号の７）及び

分割認可申請書（様式第 22 号の８）にある通

り、譲渡及び譲受けの場合は、譲渡人及び譲受

け人の記名押印、合併又は分割の場合は、その

当事者らの記名押印をした一の申請書の提出

が求められます。 

 

○ 譲渡及び譲受け（法第 17条の２第１項）の規

定を用いて、個人事業主が法人に成り代わる

こと（法人成り）は可能です。経管及び専技の

常勤性については、休日その他勤務を要しな

い日を除き、一定の計画のもとに、毎日所定の

時間中、その職務に従事していることを求め

られているものの、他の法人への所属を制限

する法令上の規定はないため、個人事業主と

して上記の条件を満たしていれば、個人事業

主が法人に成り代わるために新設法人を設立

し、当該個人がその代表取締役に就任するこ

と自体に問題はありません。 

 

 

 

 

○ 常勤役員等に関して、許可要件として定めて



してしまったように存じます。社会的責任や

会社規模による許認可業務や下請業者監理、

業法上の義務等建設会社には縷々管理責任項

目があります。会社の規模によって管理責任

項目も異なります。是非、会社の規模を踏まえ

た基準を加えていただければ幸いです。 

 

○ 省令案の(a1)と(b1)について、建設業者の役

員経験５年の者は(c1)～(c3)の者の設置は必

要になるのか。 

 

 

 

○ 省令案の(a3)と(b1)について、建設業者の役

員経験３年と役員に次ぐ職制上の地位３年の

経験を有する場合に(c1)～(c3)の者の設置は

必要になるのか。 

 

○ １３．（３）に記載の「相続人の同意書」は、

相続発生後３０日以内に相続人全員から準備

すること推察いたしますが、遺産分割協議が

多くの場合できる状況でない中、準備する必

要がありますでしょうか。また、被相続人より

遺言があり、かつ、ある相続人への承継意思が

明示されていたとしても、同意書の準備が必

要でしょうか。 

 

 

○ 監理技術者を配置する工事では、規模による

が数十人から千人単位になる場合も考えられ

る。それらすべての従事者を施工体制台帳及

び再下請け通知に記載させることは、作成建

設業者にかかる負担が大きい。当該建設工事

の従事者が勤務する会社等では作業員名簿な

ど、本改正案で追加する事項を記載した書類

が存在することが多い。それらを提出させる

ことで、施工体制台帳及び再下請け通知への

記載を省略できるようにしてもらいたい。ま

た、建設キャリアアップシステムを導入する

建設工事では、システムの履歴で当該建設工

事に従事する者の把握は容易であると考え

いる基準を満たすか否かの判断については、

個々の会社の規模によっても異なることが想

定されるため、許可申請書に添えて提出いた

だく組織図、業務分掌規程、人事発令書等を基

に、各許可行政庁において判断されることと

なります。 

 

○ 常勤役員等のうち一人が(a1)、(a2)又は(a3)

の要件を満たす者である場合には、当該常勤

役員等が(b1)又は(b2)に該当する場合であっ

ても、(c1)、(c2)及び(c3)に該当する者を置く

必要はありません（規則第７条第１号）。 

 

○ 上記と同様です。 

 

 

 

 

○ 申請者以外に相続人がある場合においては、

当該建設業を申請者が継続して営業すること

に対する当該申請者以外の相続人の同意書を

相続認可申請書（様式第 22 号の 10）に添付す

る必要があります（規則第 13条の３第１項第

９号）。なお、被相続人の遺言により相続分が

決定されている等の事由により、申請者以外

に相続人がいない場合においては、同意書の

準備は必要ありません。 

 

○ 施工体制台帳又は再下請通知書並びに作業員

名簿を二重に作成いただく必要はありませ

ん。今般の改正により、通常作業員名簿に記載

いただいている、建設工事に従事する者に関

する事項を施工体制台帳及び再下請通知書に

記載いただくこととなりましたが、別途作業

員名簿を作成することが法令上求められてい

るわけではありません。また、建設キャリアア

ップシステム（平成３１年４月運用開始）にお

いて、システム上に登録された技能者や事業

者の情報をもとに、施工体制台帳等を作成で

きる機能が提供されております。 

 



る。建設キャリアアップシステムを導入する

建設工事では記載不要としても支障がないと

考える。 

 

○ 「２．建設業法施行規則における改正の概要

の（８）」について。施工体系図に追加すべ

きでないと考えます。今回追加されている内

容については、従来の施工体制台帳の記載内

容で確認できるものであり、改めて施工体系

図に記載する必要はないと考えます。また、

現場においても掲示される建設業の許可票の

中にあるものであり、二重に記載する必要は

ないと考えます。少しでも書類の作成に時間

のかからぬように書類の簡素化をお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

○ 施工体制台帳は元請負人（法第 24 条の８第１

項の特定建設業者）が現場の施工体制を把握

するために作成され、施工体系図は元請負人

や下請負人が当該建設工事の全容を把握する

とともに、工事現場における役割分担を確認

し、加えて、公共工事においては、当該工事が

適正な施工体制の下に行われていることを担

保するため、別々に作成していただいており

ます。両者において内容が重なる部分はあり

ますが、施工体制台帳の記載内容を基に、施工

体系図を作成していただければ問題ありませ

ん。なお、工事現場における標識の掲示義務の

対象については、発注者から直接請け負った

建設業者に限ることとされた（法第 40 条）た

め、下請負人に係る部分の掲示義務はなくな

りました。 

 

 

※掲載しなかったご意見やご質問についても、今後の施策の推進に当たって、参考にさせて

頂きます。 


